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（仮称）南相馬市産業創造センター施設設置（案）について 
 

１ 設置の目的 
  既存の新規産業創造センターに新たに整備中の復興賃貸事業所を加え「南相馬市産業創造センタ

ー」として一括で運用し、創業・起業支援、入居者と地元事業者等との交流等を含むソフト支援を

通じて、市内の産業発展に必要な環境の整備を推進し、市内で新規事業に取り組む企業等が創業等

しやすい環境支援と市内での対外的な情報発信等を行うことを目的としている。 

 

２ 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例及び同条例施行規則概要 

〇Ｂ棟 （現・新規産業創造センター） 

位置図 

予定地 

・完 成：平成２４年３月 

・面 積：約５１３㎡ 

・部屋数：貸事務所 ８室 共用スペース 

・完 成：令和２年６月末（予定） 

・面 積：約１，５８０㎡ 

・部屋数：貸事務所 ８室/貸工場 ４室 

      会議室 １室  管理事務室 等      

新規産業創造センター 

〇Ａ棟 （工事中・復興賃貸事業所）   
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（1）名  称：南相馬市産業創造センター（条例第 2 条） 

（2）位  置：南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５番地の７６（条例第 2 条） 

（3）業務内容：（条例第 4 条） 

・産業創造センターの施設及び附属設備の利用に関すること。 

・起業支援の場所の提供に関すること。 

・利用者の事業支援に関すること。 

・利用者の人材育成に関すること。 

・利用者と市内事業者等との交流に関すること。 

・企業や事業に関する情報収集と情報発信に関すること。 

（4）休館日・開館時間（条例第 5 条・第 6 条） 

  〇休館日 

・南相馬市の休日を定める条例に規定する市の休日に同じ。 

（土・日・祝日 ほか 1 月 2 日から 1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日） 
  〇開館時間 
  ・午前９時から午後５時まで（福島ロボットテストフィールドと同様） 
   ※工場区画及び事務所区画については、常に利用者に開放するものとしている。 

（5）管理の方法（条例第１４条、第３０条） 

  指定管理者による管理。指定管理者に代わって市長が管理を行う必要が生じた時は、市長。 

（6）利用料金（条例第２４条） 

  施設を利用するものから場所により利用料金を徴収する。 

 

【利用料金表】 

 

棟区分 施設区分 面積(㎡) 単位 利用料金 

 

Ａ棟 

 

工 場（区画１） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画２） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画３） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画４） 145.34 １月 ２０６，８００円

事務所（区画１） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画２） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画３） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画４） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画５） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画６） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画７） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画８） 57.53 １月 ８１，９００円

会議室 83.53 １時間 ５００円

 事務所（区画１） 39.63 １月 ５６，２００円
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Ｂ棟 事務所（区画２） 39.35 １月 ５５，８００円

事務所（区画３） 39.35 １月 ５５，８００円

事務所（区画４） 39.63 １月 ５６，２００円

事務所（区画５） 29.63 １月 ４２，１００円

事務所（区画６） 39.72 １月 ５６，４００円

事務所（区画７） 39.51 １月 ５６，１００円

事務所（区画８） 39.72 １月 ５６，４００円

 

 

（7）施設の利用許可の期間（施工規則第 4 条） 
１年間（事務所区画は最長５年、工場区画は最長１０年まで更新可） 

（8）減免（施行規則第 15 条）  

減免条件 減免割合 

国、地方公共団体その他の公共団体が主催、又は共催し

て行う事業に利用するとき 

全額 

産業創造センターの目的に寄与すると市長が認める行事

又は事業のために利用するとき 

全額 

その他指定管理者が特に必要と認めるとき 指定管理者が市長と協議の上定める額 

 

（9）施行日（条例附則） 

 この条例は、令和２年７月１日から施行。ただし、準備行為等は、公布の日から施行する。 

※準備行為…産業創造センターの利用に係る募集、その他必要な準備行為及び指定管理者の指定のた

めに必要な行為。 

 

【産業創造センター施設全体のイメージ】 
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〇Ａ棟（南側） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

〇Ａ棟（北側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区画１ 区画２ 区画３ 

区画４ 

区画５ 区画６ 区画７ 

区画８ 

工場 
区画１ 

工場 
区画２ 

工場 
区画３ 

工場 
区画４ 
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Ｂ棟外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区画１ 

区画２ 

区画３ 

区画４ 

共用スペース 

区画５ 区画６ 

区画７ 

区画８ 
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【業務内容のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ スケジュール 

 

年 月 内 容 

令和２年 

３月 設置条例・規則（議会上程） 
４月 区画利用者及び指定管理者の募集 

６月 
A 棟完成（工期：R2.6.30） 
指定管理者の議会承認 

７月 指定管理者による運営開始 
９月 開所 
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南相馬市産業創造センター施設設置条例（案） 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第１項の規定に基づき、市内で

の新産業の創造に向けた研究開発支援するとともに、市内の産業の振興に資するため、南

相馬市産業創造センター（以下「産業創造センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 産業創造センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 南相馬市産業創造センター 

位置 南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５番地の７６ 

（構成） 

第３条 産業創造センターは、次に掲げる施設その他当該施設に付随する施設をもって構成

する。 

(1) Ａ棟 

(2) Ｂ棟 

（業務） 

第４条 産業創造センターにおいては、次に掲げる業務を行う。 

(1) 産業創造センターの施設及び附属設備の利用に関すること。 

(2) 起業支援の場所の提供に関すること。 

(3) 利用者の事業支援に関すること。 

(4) 利用者の人材育成に関すること。 

(5) 利用者と市内事業者等との交流に関すること。 

(6) 企業や事業に関する情報収集と情報発信に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関するこ

と。 

（休館日） 

第５条 産業創造センターの休館日は、南相馬市の休日を定める条例（平成１８年南相馬市

条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日とする。ただし、指定管理者（条例第１４

条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、必要があると認めるときに、あらかじ

め市長の承認を得て、南相馬市産業創造センター（以下、「産業創造センター」という。）

の全部又は、一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。 

２ 前項の規定は、条例第７条第１項の規定による許可を受けたものが、同項の休館日に施

設等（条例第３条第１項に規定する施設等をいう。以下同じ。）を利用することを妨げる

ものではない。 

（開館時間） 

第６条 産業創造センターの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設又は設備の利用時間は、それぞれ当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) Ａ棟のうち工場区画１から工場区画４及び、事務所区画１から事務所区画８ 午前０
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時から午後１２時まで。 

(2) Ｂ棟のうち事務所区画１から事務所区画８ 午前０時から午後１２時まで 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に前第

１項及び前項に規定する開館時間又は利用時間を変更することができる。 

（利用の許可） 

第７条 第３条に掲げる各施設の全部又は一部を利用しようとする者（以下「利用者等」と

いう。）は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

２ 指定管理者は、産業創造センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可をす

る際にその利用について条件を付すことができる。 

（利用許可の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業創造センター

の利用を許可しないものとする。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設及び設備器具（以下「施設等」という。）、資料等を毀損し、又は汚損するおそ

れがあるとき。 

(3) その他産業創造センターの管理に支障を来すおそれがあるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第９条 産業創造センターは、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条第

１項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることが

できる。 

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 利用の取消しを申し出たとき。 

(3) 許可された内容と異なる利用が判明したとき、又は利用条件を遵守しなかったとき。 

(4) 偽りの内容により申請を行う等の不正な手段で許可を受けたとき。 

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。 

２ 前項の規定により利用者等が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者はその責

めを負わない。 

（目的外利用等の禁止） 

第１０条 利用者等は、産業創造センターの許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用

の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（特別設備等の許可） 

第１１条 利用者等は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用し、若しくは造作を

加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を得た上で、市長の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 前項により生ずる費用は、当該利用者等の負担とする。 

（原状回復の義務） 

第１２条 利用者等は、産業創造センターの利用が終了したとき、又は第９条の規定により
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利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復

しなければならない。 

２ 利用者等が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者又は市においてこれ

を執行し、その費用を利用者等から徴収することができる。 

（損害賠償） 

第１３条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害額を市に賠償し、

又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めると

きは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１４条 市長は、指定管理者に産業創造センターの管理を行わせるものとする。 

（指定管理者の公募） 

第１５条 市長は、指定管理者に産業創造センターの管理を行わせようとするときは規則で

定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団

体」という。）を公募しなければならない。ただし、産業創造センターの適正な管理を確

保するため市長が特に認めたときは、この限りでない。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 産業創造センターの管理及び運営に関する業務 

(2) 産業創造センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) 第４条各号に掲げる事業に関する業務 

(4) 産業創造センターの利用許可等に関する業務 

(5) 利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

(6) 利用料金の減額及び免除に関する業務 

(7) 前各号に掲げるもののほか、産業創造センターの管理運営上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定の手続） 

第１７条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、南相馬市指定管理者選定審査委員会において、

次に掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認める団体を指

定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。 

(1) 施設の平等な利用を確保することができる者であること。 

(2) サービスの向上を図ることができる者であること。 

(3) 産業創造センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減を図る

ことができる者であること。 

(4) 産業創造センターの管理を安定して行うための物的能力及び人的能力を有する者で

あること。 

(5) 地域住民、団体や行政との連携を図ることができる者であること。 

(6) 業務上知り得た個人情報（南相馬市個人情報保護条例（平成１８年南相馬市条例第２
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３号）第２条第１号で規定する個人情報。以下同じ。）を漏らし、又は不当な目的に利

用しない体制が整備されている者であること。 

(7) その他公の施設の性質又は目的に応じて別に市長が定める基準 

（指定管理者の指定等の公告） 

第１８条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は第２３条第１項の規

定により、指定の取消し若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 

（管理の基準） 

第１９条 指定管理者は、次に掲げる基準により、産業創造センターの管理に関する業務を

行わなければならない。 

(1) この条例の規定を遵守し、適正な産業創造センターの運営を行うこと。 

(2) 産業創造センターの利用者に対して公平、かつ、適切にサービスの提供を行うこと。 

(3) 個人情報の漏えいの防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず

ること。 

(4) 施設等の維持管理を適切に行うこと。 

（協定の締結） 

第２０条 指定管理者の指定を受けた団体は、産業創造センターの管理に関し、規則で定め

る事項を記載した協定を市長と締結しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２１条 指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告

書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第２４条第１

項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して６０日以内

に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項 

(2) 利用料金の収入の実績に関する事項 

(3) 管理経費の収支状況に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者による産業創造センターの管理の実態を把握

するために必要なものとして市長が定める事項 

（業務報告の聴取等） 

第２２条 市長は、産業創造センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定

管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は

必要な指示を行うことができる。 

（指定の取消し等） 

第２３条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責め

に帰すべき理由により当該指定管理者による産業創造センターの管理を継続できないと認

めるときは、その指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたときにおいては、指定管理
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者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。 

（利用料金） 

第２４条 産業創造センターの利用料金の額は、別表のとおりとし、占有利用者等は、当該

利用料金を別途規則で定める期日までに納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認

を得て定めるものとする。 

（利用料金の収入） 

第２５条 産業創造センターの利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第２６条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、収受する利用料金を減額し、又は免除

することができる。 

（利用料金の不返還） 

第２７条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認め

るときは、その利用料金の一部又は全部を返還することができる。 

（入場の制限） 

第２８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を制限し、又は退場を命

ずることができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある者 

(3) 指定管理者の指示に従わない者 

(4) その他産業創造センターの管理に支障を来すおそれがある者 

（指定管理者が行う個人情報の取扱い等） 

第２９条 指定管理者及び産業創造センターの管理の業務に従事している者（以下「従事者」

という。）は、南相馬市個人情報保護条例第１０条に規定する受託者等の責務を遵守し、

個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、産業創造センターの管理に関し知り

得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定

の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同

様とする。 

（市長による管理） 

第３０条 前条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市長が産業創造センターの管理

を行う必要が生じたときについて準用する。この場合において、前条中「指定管理者が特

に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは」

と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市及び指定管理者は」とあるのは「市は」

と、「指定管理者の承認を得た上で、市長の許可」とあるのは「市長の許可」と、「指定

管理者又は市」とあるのは「市」と、第２４条中「指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第３１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則
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で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

（準備行為） 

２ 産業創造センターの利用に係る募集、その他利用のために必要な準備行為及び指定管理

者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行う

ことができる。 

別表（第２４条関係） 

１ 基本利用料金 

棟区分 施設区分 単位 利用料金 

Ａ棟 工場（区画１） １月 ２０６，８００円

工場（区画２） １月 ２０６，８００円

工場（区画３） １月 ２０６，８００円

工場（区画４） １月 ２０６，８００円

事務所（区画１） １月 ８１，９００円

事務所（区画２） １月 ７９，６００円

事務所（区画３） １月 ７９，６００円

事務所（区画４） １月 ８１，９００円

事務所（区画５） １月 ８１，９００円

事務所（区画６） １月 ７９，６００円

事務所（区画７） １月 ７９，６００円

事務所（区画８） １月 ８１，９００円

会議室 １時間 ５００円

Ｂ棟 事務所（区画１） １月 ５６，２００円

事務所（区画２） １月 ５５，８００円

事務所（区画３） １月 ５５，８００円

事務所（区画４） １月 ５６，２００円

事務所（区画５） １月 ４２，１００円

事務所（区画６） １月 ５６，４００円

事務所（区画７） １月 ５６，１００円

事務所（区画８） １月 ５６，４００円

備考 

１ 利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間として計算する。 

２ 利用時間を延長した場合の利用料金は、１時間当たりの利用料金の１００分の１２

０に相当する額とする。 

 


